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A Study on External Review and School Support to Foster a School’s Self-Improvement
－ Autonomous School Management in New Zealand－

Masaki SHIRAKAWA1)＊

Review

【Abstract】
Due to drastic reforms to the educational administration (the “Tomorrow’s Schools” reform) since the late 1980s, New 

Zealand has abolished the centralized board of education system that had existed for more than 100 years, and introduced 
in its place a decentralized and autonomous school management system where the school board, led by parents and local 
residents, is the main operating entity of schools. It has built a network of evaluation and support for schools to support 
this novel governance structure and ensure accountability. This paper provides an overview of the discussions on the 
external review of the ERO—which supports New Zealand’s autonomous school management system, the practice of 
school support from various support organizations, policy transitions, and functional changes. Based on these, this paper 
will present issues related to New Zealand’s attempt to build a network of evaluation and support from the perspective of 
creating a system for external review and school support that fosters the ability of schools to self-improve.

Key words: Autonomous school management, External review, BOT, ERO, School support

学校の自己改善力を育成する第三者評価と学校支援
－ニュージーランドの自律的学校経営の事例から－

白川　正樹 1）＊

総　説

【要　旨】
ニュージーランドは、1980 年代後半以降の抜本的な教育行政改革（明日の学校改革）により、それまで

100 年以上続いていた中央集権的な教育委員会制度を廃止し、保護者や地域住民を中心とする学校理事会を

学校経営主体とする分権的な自律的学校経営システムを導入した。同国では、この新たな学校ガバナンス構

造を支え、アカウンタビリティを確保するために、学校に対する評価と支援のネットワークづくりが行われ

てきた。本稿は、同国の自律的学校経営システムを支える ERO の第三者評価と多様な支援機関による学校

支援の取組、政策推移、機能変容を考察する。その上で、学校の自己改善力の育成に向けた第三者評価と学

校支援のシステムづくりの観点から、同国の評価と支援のネットワークに係る意義と課題を示す。

キーワード：学校評価、第三者評価、ERO、自律的学校経営、学校支援

1．はじめに

ニュージーランドは、1980 年代後半以降の

抜本的な経済・行政改革に伴う「ニュー・パブ

リック・マネジメント（以下 NPN）」型の教育

行政改革（明日の学校改革）により、それまで

100 年以上続いていた中央集権的な教育委員会
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制度を廃止し、保護者や地域住民を中心とする

学校理事会（Board of Trustees， 以下 BOT）を

学校経営主体と位置付ける自律的学校経営シス

テムを導入した（高橋， 2015）。同時に、BOT
による自律的学校経営を支え、教育の質を担保

するため、「1989 年教育法」（Education Act1989）
により、教育省から独立した外部評価機関とし

て教育機関評価局（Education Review Office、
以下 ERO）を設置した。中央集権的な教育行

政の中核であった旧教育省は機能別（教育省 / 
NZ資格審査機関 /教員登録委員会）に分割され、

ERO が新教育省から独立した形で教育機関評

価局担当大臣に対して直接責任を負い、学校に

対する第三者評価を行うことが制度化された。

このようにして 100 年以上行われてきた学校視

学官による視学制度（Thrupp & Smith, 1999）
から ERO による第三者評価制度へと大きく変

容した。

教育委員会が廃止された背景には、1980 年

代の経済不況に伴い、複雑な教育行政制度が問

題とされ、NPM 的な行財政改革の一環として

コストを抑えた効率的な教育行政の実現が目指

されたことがある（高橋， 2007）。1980 年代後

半に展開された学校の自律性を核とするこの新

たなガバナンス構造は、「生徒の保護者や地域

住民を中心に組織される BOT を核とする共同

統治システム」「自律的学校経営下での教育の

質を担保するための第三者評価を含む学校評価

システム」「自律的学校経営を下支えする学校

支援システム」（福本， 2017， P.369-370）を特色

とする。

一方で、Wylie（2012）は、同国の自律的学

校支援システムの根本的な問題点として、学校

の自律性（self-management）を学校の孤立的な

運営（standing alone）と同一視していること、

政府の教育行政機関が分断化（fragmentation）
されて責任の所在が曖昧になっているため、一

貫的、総合的な教育行政の推進に支障が生じて

いること、学校の分権化に伴う個々の学校の事

務的業務の増大等の非効率性など、隠れたコス

トが発生している点を挙げている。また、その

結果として生じている校長や教員同士の学校を

超えた協働的な学びと職能開発の機会の減少、

教育行政と学校の繋がりの希薄化、学校の孤立

化、地域の教育課題への対応、支援の一貫性・

継続性の確保等の課題に対処する必要性を指摘

している。

現在のニュージーランドの主要な教育機関は

図 1 の通りである。同国の教育は、図のように

中央政府の管轄となっており、明確な地方教育

行政機関は存在しない。教育省の地方事務所は

あるものの、その機能は事務処理や連絡調整が

主体で、明確な行政権限はない（高橋， 2019a）。

図 1．�ニュージーランドの主要教育機関
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日本においても、1990 年代以降に地方分権

改革が進行し、それまで中央集権的と認識され

てきた教育行政や学校経営のあり方の見直しが

求められた。具体的には、1998 年の中教審答

申「今後の地方教育行政の在り方について」で、

「公立学校が地域の教育機関として、家庭や地

域の要請に応じ、できる限り各学校の判断に

よって自主的・自律的に特色ある学校教育活動

を展開できるようにする」ことが示された。そ

れ以降、今日まで学校の自主性・自律性を高め

る様々な施策が展開されている。

一方、日本の学校評価は、2002 年の小学校（中

学校）設置基準の制定以降、急速に制度化され

てきた経緯もあり、学校現場では未だにやらさ

れるもの（大脇， 2011）（中留， 2010）、「仕事」「別

物」（石村・藤森， 2015， p.136）と他律的に捉

えられている現状が指摘されている。
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第三者評価に関しては、「学校運営改善につ

いての専門的助言」「新たな気付きをもたらす

評価」「学校運営全般についての専門的視点か

らの評価」等の機能が期待されているものの

（トーマツ， 2010 など）、学校評価ガイドライン

（平成 22 年改訂）に「学校とその設置者が実施

者となり、その責任の下で、第三者評価が必要

であると判断した場合に実施する」と記された

ように、第三者評価を実施するか否かは設置者

と学校の判断に委ねられており、法令上の実施

義務や努力義務が課されていないこともあり、

極めて低い実施率に留まっている。文部科学省

によると、2014 年時点で、公立学校の自己評

価の実施率が 99.9％、学校関係者評価も 96％
に達しているのに対して、第三者評価は小学校

4.7％、中学校 5.0%、高等学校 13.7％という非

常に限定的な実施状況となっている（文科省， 
2014， p.36）。その要因として、公立学校では、「第

三者評価を実施する必要性が現時点では乏しい

と考えられる（48.6%）」「第三者評価の委員の

確保が困難なため（43.9%）」という認識や課

題があることが示されている（同上， p.37）。
2009 年（平成 21 年）4 月から始まった「学校

の第三者評価のガイドラインの策定等に関する

調査研究協力者会議」の議論やトーマツ（2010）
の調査においても、予算や評価者の確保、研修

と人材養成、評価と支援のリンク、負担軽減、

受審のメリットの付与等が第三者評価の普及に

向けた課題であると指摘された（白川， 2018）。
評価を受けての支援に関しても、学校評価ガ

イドライン（平成 22 年改訂）に「各学校の設

置者等が、学校評価の結果に応じて、学校に対

する支援や条件整備等の改善措置を講じること

により、一定水準の教育の質を保証し、その向

上を図ること」と規定されただけで、支援の具

体的な内容や方法については示されていない。

特に小規模自治体では、指導主事の配置人数が

少ないこともあり、学校に対する十分な支援を

提供することが困難な実態も看取される（池本， 
2020）。また、設置者管理主義（学校教育法 5 条）

が強く機能している日本においては、評価結果

を受けた学校に対する支援が、設置者である教

育委員会による他律的な指導・監督や改善措置

を前提としている実態が見られ（加藤， 2013）、
学校改善支援における学校の主体性と外部から

の統制性の相克も争点となっている（高妻， 
2015）。木岡（2005）も、学校評価を学校改善

のツールとして活用する上での学校の自律性や

主体性の重要性、第三者評価を含めた学校評価

の支援機能の必要性を示唆している。このよう

に、日本における学校評価、特に第三者評価の

歴史は浅く、その実践やシステムづくり、理論

構築は緒に就いたばかりである。評価結果を受

けた学校に対する支援も制度的に十分に整備さ

れているとは言い難い（白川， 2018）。
そこで、本稿は、今後の日本の第三者評価と

学校支援のあり方を構想する上での示唆を得る

ため、「世界で最も進んだ学校制度の一つ」

（Nusche， 2012， p.9）と称されるニュージーラ

ンドの 1980 年代後半以降の自律的学校経営シ

ステムと ERO の第三者評価、多様な支援機関

による学校支援の実践、政策推移、機能変容に

着目する。その上で、学校の自己改善力の育成

に資する第三者評価と学校支援の機能やシステ

ムづくりの観点から、同国の自律的学校経営を

支える「評価と支援のネットワーク」（福本， 
2007， p.262）に係る意義と課題を示す。

もちろん、教育制度や社会的・文化的文脈の

異なる日本とニュージーランドでは、学校に対

する評価と支援に関する制度設計や実践には異

なったアプローチが必要である。しかしながら、

湯藤（2010， p.80）が「個々の学校において提

供される教育の質を豊かにするためには、第三

者評価も含めた学校評価の支援機能の充実が不

可欠」であり、「自助努力と教育委員会等の支

援によって、学校改善が達成される一連の流れ

は、個々の学校の主体的な取り組みからしか生

まれない」と指摘しているように、学校教育の

質の向上を図るためには、学校の自律的な改善

を支える評価と支援機能の充実が求められると
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いう点は通底する課題である。

本稿は、1980 年代以降のニュージーランド

における自律的学校経営の取組を学校の自己改

善力の育成に向けた評価と支援のネットワーク

のあり方の観点から考察することで、今後の日

本における第三者評価を含む学校評価と学校改

善支援の組織やシステムづくりに関する一定の

知見を析出することを目的とする。

2．�ニュージーランドの自律的学校経営と ERO

の第三者評価

2.1．BOT の組織と機能

1984 年から始まったロンギ（Lange， D.）率

いる労働党政権は、NPM 理論に基づく行政改

革を断行した。新政権による一連の行政改革は

民営化、合理化、競争原理の導入を特色とする

ものであった（福本， 2007）。教育分野におい

ても、1987 年から NPM 型教育改革が展開され、

「1989 年教育法」により教育委員会制度が全面

的に廃止され、新たな学校ガバナンスの担い手

として BOT 制度が創設された。同法第 75 条が

「自らがその学校にとって適切と判断する学校

経営のあり方を管理する全決定権を有する」と

明記しているように、BOT は学校の単なる助

言・補助機関ではなく、人事や予算等の広範な

権限と責任を有する自律的学校経営の主体であ

り、国立病院、公正取引委員会等と同様の公的

組織の一形態であるクラウン・エンティティ

（Crown Entity）と位置づけられた。

BOT は保護者代表 3 名～ 7 名、校長、教職

員代表 1 名、生徒代表 1 名（中等学校）、共同

選出による代表（保護者代表の人数未満の範囲）

で構成される。BOT の委員は 3 年ごとの選挙

によって選出される（New Zealand School Trustees 
Association, 2020）。

BOT の権限や責務は「1989 年教育法」に、

具体的な枠組みについては、「全国学校経営指

針（National Administration Guidelines，以下

NAG）」に定められている。BOT は校長を含む

教職員の雇用主となり、校長評価も重要な責務

の一つとして担っている（NAG3）。NAG7 の

チャーター（Charter）は、BOT の活動の基盤

となるものであり、BOT は保護者や地域住民

と協議した上で、学校の教育目標や人材育成、

予算、教育財産の管理等についての方針や計画、

具体的取組を記したチャーターを毎年作成し、

教育省の承認を受けることが義務づけられてい

る。このチャーターの記載内容にもとづく学校

の適切な運営状況は、学校の自己評価結果とと

もに、ERO が第三者評価を行う際の重要な基

礎資料として参照される（ERO， 2019）。
このように、ニュージーランドの学校制度は、

従来の教育省、教育委員会を中心とした中央集

権体制から、BOT による自律的学校経営を核

とした学校分権体制（高橋， 2015）へと転換さ

れ、各学校に多大な権限や裁量権が与えられた。

その結果、多くの学校の校長や BOT は、以前

と比較して学校予算の計画・執行や教育環境の

改善等を柔軟かつ迅速に行えるようになった。

しかしながら、自律的学校経営の中核と位置付

けられた BOT は、広範な権限、責務を担って

いるにも関わらず、教育についての専門的知識

や実務経験を持たない素人の保護者代表を中心

に組織されており、特に、所得の低い地域や地

方にある学校、小規模校にとって自律的学校運

営を行うことには困難が伴った（Wylie， 2012）。
校長の勤務時間や事務的業務も増大した

（Wylie， 2009）。したがって、各学校の円滑な

学校運営の推進とアカウンタビリティの確保に

向けては、BOT と学校を支える支援体制の整

備が不可欠となった。そのため、ERO による

第三者評価と民間を含めた多様な支援機関によ

る「『評価と支援のネットワーク』を土台とす

る新しいガバナンスの構図」（福本， 2007， p.263）
が要請された。ニュージーランドでは、この新

たなガバナンス構造を有効に機能させるため、

今日まで学校に対する評価と支援のネットワー

クづくりに関する様々な制度変更と機能変容が

繰り返されてきた。
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2.2．第三者評価の機能変容

1987 年設置の教育行政調査委員会（Taskforce 
to Review Education Administration）の報告書「卓

越を求める管理（Administering for Excellence）」、
いわゆる「ピコット報告」 （1988）は、学校ガ

バナンスの主体としての BOT の創設と、その

機能に対する監査を行う「評価・監査機関

（Review and Audit Agency、以下 RAA）」の設置

を提言した。さらに、「ピコット報告」の 4 カ

月後に出された「明日の学校（Tomorrow’s 
Schools）」では、RAA の会計監査機能が強調さ

れるとともに（福本・加藤， 2004）、教育省に

対する助言機能を付加することが提言された。

しかし、「1989 年教育法」により、最終的には

RAA ではなく、「教育機関評価局（ERO）」に

よる第三者評価の義務化が規定された。また、

1990 年 7 月からの第三者評価の本格的な実施

時には、ERO の評価の目的が会計監査から「教

育の質の向上への寄与」（福本， 2013， p.305）
に変更された。しかし、新たに始まったこの

ERO の第三者評価に対しては、学校現場から

その専門性や妥当性、実施方法に対する批判が

あった（Wylie， 2012）。
そこで、1996 年に誕生した連立政権は、教

育機関評価局担当大臣ポストを新設し、外部評

価の見直しに着手した。1997 年に出された「外

部評価の在り方に対する評価報告書（Achieving 
Excellence: A Review of the External Evaluation 
Services）」は、「自律的学校経営・自己評価・

自己改善」 （Self-management, Self-review, Self-
improvement）の理念に基づき、学校の自己改

善力の育成と、外部機関による自己評価のより

効果的な活用の必要性を提言した。さらに同報

告は、ERO の第三者評価は評価者の資質・能

力に課題があること、評価のみで支援機能がな

いこと、評価基準が明確に示されていない点が

課題であると指摘し、ERO による評価計画や

評価基準の明示、学校に対する支援の実施 、
学校の自己評価の最大限の活用等の改善勧告を

行った（福本， 2001）。この評価報告書の改善

勧告や Robertson ら（1997）の研究の影響、お

よび 2002 年に導入された評価方式等により、

ERO の第三者評価は、コンプライアンス重視

から自己改善力育成重視へとその重点を移した

（高橋， 2015）。以降、学校の自己評価を基軸に

しながら、学校の自己改善力の育成を重視した

第三者評価を行い、評価結果から明らかになっ

た学校の課題に対するフォローアップ機能の強

化を核とする ERO 改革が展開されていった（福

本， 2010）。

2.3．ERO の組織と機能

ERO の業務は教育機関評価局長官（Chief 
Review Officer）が統括している。現在、教育

の専門家から採用され評価に関する専門的な訓

練を受けた約 150 名の担当官（Review officer）
が、全国 4 カ所の地方事務所に所属して活動し

ている 1）。

ERO の主な役割は、第三者評価と評価プロ

グラムを実施すること、学校の自己評価能力を

高めるための研修等を実施すること、国の教育

政策に関する調査研究を通じてニュージーラン

ド教育における公平性を高め、教育の質の改善

に寄与することなどである。また ERO が第三

者評価を通じて収集した情報は教育省に報告さ

れ、教育政策策定の資料として活用されている。

ERO の具体的な機能は、①教育大臣の要望

に応じて、または主任調査官が主導して行う国

の教育政策に対する評価（National evaluations）、
②学校や就学前教育機関に対する第三者評価

（Education evaluations）、③新設校の管理運営や

カリキュラムの適切性を保証するための評価

（New school assurance reviews）、④私立学校の

登録基準の達成度に対する評価（Private school 
reviews）、⑥ホームスクーリングの評価（Home-
schooling reviews）、⑦通常の第三者評価以外に

必要に応じて行われる特別評価（Special 
reviews）である（ERO, 2019）。

ERO の現在の第三者評価のプロセスは以下

の通りである 2）
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① 「学校評価の事前通知（Advance notice of 
review）」。通常、各学校には訪問評価まで 4
～ 6 週間の準備期間が与えられる。

② 「評価資料の依頼と提出（Information request 
and return）」。各学校は訪問評価 2 週間前ま

でに評価に必要な諸資料（自己評価書、チャー

ター、年次報告書など）を提出する。

③ 「事前協議（Pre-review discussion）」。評価チー

ムのリーダーが電話やメールで評価の流れや

重点について学校に説明する。学校側はこの

機会に評価担当者に質問するなど協議するこ

とができる。

④ 「訪問評価（ERO’s visit）」。評価チームが学

校を訪問評価し、BOT の委員や管理職、教

職員 ､サポートスタッフ、必要に応じて生徒、

保護者、地域住民からも意見聴取を行う。評

価者は学校から提出された資料の分析を行

う。

⑤ 「初期所見（Initial findings）」。訪問評価終了

後すぐに、初期所見が学校に伝えられる。学

校はその中身について評価者と話し合う機会

を得ることができる。

⑥ 「評価報告書の草案（Draft「unconfirmed」
report）」。評価チームは ､ 学校訪問によって

得られた情報をもとに ､学校訪問から約 4 週

間後に評価報告書の草案を学校に送付する ｡

草案の内容に事実誤認や重大な欠落、コメン

トがある場合 ､学校は ERO に通知する ｡

⑦ 「最終報告書（Final report）」。評価チームは

学校の意見を参考に最終報告書を完成して、

学校と教育省に送付する。報告書の主な目的

は、学校及び広く学校関係者に学校の強みと

改善すべき項目についての理解を深めてもら

うことである。10 営業日後に評価レポート

が ERO のウエブサイトに掲載される。

⑧ 「学校改善（Making improvements）」。各学校

は報告書の内容に基づいて学校改善を実施す

る。評価チームは、懸念がある学校に対して

は、教育省に改善に向けた支援等の介入を求

める。

ERO はチャーターや自己評価結果等を基礎

資料として第三者評価を行う。自己評価では、

2003 年度からエビデンス（evidence）を重視し

た「学校計画の立案と報告に関する枠組み」

（Planning & Reporting framework：PRF）が導入

されている 3）。

ERO による第三者評価の目的は次の 2 点で

ある。1 点目は学校の教育の質を高めるための

支援、2 点目は自律的学校経営の中核である

BOT の説明責任（アカウンタビリティ）の確

保である（伊藤， 2006）。評価の主眼は、前回

の第三者評価の結果を受けてどのような改善が

行われたかについて評価することであり、学校

の自己評価を中心とした自己改善能力の育成を

図ることが重視されている（高橋， 2015）。
従来、ERO による第三者評価は 3 年に 1 度

のサイクルで行われてきた。しかし、2009 年

度からは重点化サイクル方式が導入され、3 年

サイクルに加えて、1 〜 2 年サイクル、4 〜 5
年サイクルが追加された。この方式では、高い

自己評価能力と自己改善能力が認められる学校

に対する評価を 4 〜 5 年サイクルに間引きする

一方、危機的状況にある学校や、何らかの課題

があると判断した学校に対しては 1 ～ 2 年の短

いサイクルで第三者評価を行い、学校の自己評

価能力と自己改善力の育成に向けた取組をより

緊密に評価、支援する体制に変更した。また、

同年に BOT や校長、ミドルリーダー向けの自己

評価に関する研修も開始した。この方式への変

更により、課題を抱えた学校に対するより緊密

な評価と支援の体制が強化された一方で、4 ～

5 年サイクルとなる学校にとっては ERO の第

三者評価を活用して学校改善を図る機会が以前

と比べて減少する結果となり、学校の教育力の

向上に対する影響が懸念された（Wylie, 2012）。
そこで ERO は、2019 年に重点化サイクル方

式を廃止し、学校の様々な情報を用いて前回の

評価から何が変わったかについて毎年評価する
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方式に変更するとともに、学校の改善度を

「Strong（優秀）」「適切（Well Placed）」「改善中

（Developing）」「要改善（Needs Development）」
という 4 段階の名称で判定する方式を導入した

（ERO, 2019, p.11）。ERO は、この新方式により、

個々の学校のリアルタイムな変化に対応して、

評価の対象や重点をより柔軟に調整することが

できるとした。

ニュージーランドでは、ナショナルテストや

その結果を学校間比較に用いることに対して強

い反対があり、ERO の評価報告書も学校間の

比較や競争を意図したものではないとされる

（Nusche, 2012）。しかしながら、特に高等学校

に関しては、学校のランク付けを目的に、メディ

アが ERO の報告書の分析結果を報道するケー

スがあり、保護者が ERO の報告書を学校選択

の際の重要資料として活用している実態もみら

れる。したがって、ERO の報告書は学校にとっ

て重大な結果をもたらす評価とみなされている

という側面もある（New Zealand Ministry of 
Education, 2010）。学校の改善度を明瞭な 4 段

階の名称で判定する ERO のこの新たな試みは、

学校のランク付けや学校間競争を助長する危険

性を孕むものといえる。学校現場に対する今後

の影響を注意深く見守っていく必要があるだろ

う。

その他、ERO が近年始めた取組に「Leadership 
Partners」がある。このプログラムでは、成果

を上げている学校の校長等のリーダーが ERO
の第三者評価の評価者として訓練を受けたり第

三者評価に参加したりする機会が与えられる。

この事業により、ERO の第三者評価に優れた

実践を行っているリーダーからの価値ある示唆

が得られるだけでなく、参加者自身が互いの学

校を相互評価（ピア・レビュー）することで、

学校の改善に向けた評価のあり方について理解

を深めることができるという利点がある。さら

に、近年、学校支援機関のひとつである

AskYourTeam と共同で学校の自己評価を支援す

るツールやプログラムの開発も行っている。こ

のプログラムにより、校長や教員、生徒、保護

者が ERO の評価指標（ERO, 2016a）に照らし

た学校の改善度についての共通認識を得ること

ができるとしている。他にも、模範的な優れた

取組を行っている学校に対する評価を特別に実

施し、その評価内容を紹介する事業も実施して

いる（Exemplar Reports）。効果的な自己評価の

理念や実施方法を記載した文書等も発行してい

る。このように、ERO は第三者評価だけでは

なく、学校の自律的な改善を支援する様々な取

組を精力的に展開している（ERO, 2019）。

3．学校支援システムの変遷と新たな動き

3.1．自律的学校経営を支える学校支援

ニュージーランドでは、教育省が学校支援政

策の立案を行い、支援機関とコントラクト方式

で契約を結んで財政負担を行っている。各学校

は、支援機関や大学、個人コンサルタント等の

多種多様な外部機関から支援を受けることがで

きる。このように、同国には学校経営や教育活

動に関する専門的な助言を提供する多くの外部

機関があり、その支援の多くが教育省の財政的

援助により無料で提供されていることから、学

校に対する支援が身近なものとなっている。ま

た、多くの支援機関が補助金獲得に向けて支援

プログラムの質を競い合うという競争原理が働

いていることが支援の質の担保に繋がっている

とされる（福本， 2018）。
学校支援の主な内容は、「学校の管理職や教

職員、また BOT 委員をはじめとする学校のガ

バナンスに関わる人材の資質向上をねらいとし

た研修プログラムの提供（研修機能）」「個々の

学校経営の状況に応じたコンサルテーション

（コンサルテーション機能）」「危機的状況にあ

る学校に対する教育省による法的介入（学校介

入）」（福本， 2017， p.371）の 3 段階である。

学校（BOT）に対する支援の中核となってい

るのが「全国学校理事会協会（New Zealand 
School Trustees Association，以下 NZSTA）」で

ある。非営利の全国組織である NZSTA には
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BOT の 92% が参加しており、全国 4 カ所の地

方事務所に所属している約 50 名の常駐スタッ

フやアドバイザー等が学校（BOT）に対する支

援業務を行っている 4）。NZSTA の年会費は必

要であるが、支援サービスは基本的に無料であ

る。NZSTA の主な活動は、人事・労務管理に

関する専門的な助言や研修プログラムの提供、

ヘルプデスクの設置、加盟 BOT の総意を国の

教育政策へ反映させることなどである。その他、

機関紙“STA News”や手引き（New Zealand 
School Trustees Association, 2016）等の様々な出

版物の発行、学校理事会選挙の管理等の業務も

行っている。また、年に 1 回、NZSTA の全国

大会を開催して、専門家による講演やワーク

ショップ型研修等を行っている。

3.2．学校に対する支援システムの政策展開

本節では、自律的学校経営システムの導入以

降、新たな学校ガバナンス体制を支えるために、

試行錯誤を繰り返しながら展開されてきた同国

の学校に対する支援システムの政策推移を概観

する。

1990 年代に実施された学校支援策として挙

げられるのが「School Support Project」 （1994 年

～ 2000 年）である。同プログラムの開始に伴

う学校支援の制度化により、民間を含む多様な

支援機関が生まれ、教育省による契約方式の競

争的資金の獲得に向けた支援プログラムの充実

を図るという質的競争が促進された（福本， 
2017）。1995 年に始まった「Safety Net Strategy」
では、全国学校理事会協会、ニュージーランド

校長連盟、ニュージーランド PTA 協会、教員

養成カレッジ等の学校支援機関と ERO が共同

し、支援が必要な学校に対して、第三者評価の

結果に基づいた支援プログラムが提供された。

この学校支援策では、学校からの支援依頼だけ

でなく、ERO の第三者評価に基づいて教育省

のコーディネートにより被支援校が選定され

る。続いて、Safety Net の支援機関と学校が改

善点や課題を話し合い具体的な支援プログラム

を計画、実行する（同上）。さらに、1996 年には、

「School Improvement Strategy」が導入された。

この学校支援政策は、個別の学校に対する支援

ではなく、共通の地域性や課題を有した複数の

学校（クラスター）に対する支援である。支援

の目的は危機的状況の未然防止であり、教育省

と学校、地域のパートナーシップの形成が鍵と

なった（同上）。しかしながら、これらのクラ

スターに対する支援では、各クラスターが初期

段階の計画を完成させるまで 1 ～ 2 年を要する

ケースが多かった。その理由のひとつとして、

ニュージーランドでは基本的に児童・生徒数に

応じて学校予算が配分されるため、学校間で児

童・生徒の獲得を競い合っているという関係性

があり（高橋， 2019b）、このことがクラスター

内の合意形成に向けた信頼関係の構築に負の影

響を与えているという側面が指摘されていた

（McCauley & Roddick, 2001）。
このように、1990 年代に入って自律的学校

経営を支えるための支援プログラムの提供が開

始された。しかし、学校に対するこれらの支援

は決して十分ではなく、特に教育省からの支援

や助言に関しては、満足していると答えた小学

校の校長は 53%、中等学校の BOT が 39%、小

学校の教員に至っては 28% にとどまった。校

長や教員、BOT は財政的支援だけでなく、学

校に対するより多くの支援や外部との連携を求

めていた（Wylie, 2012）。
2000 年に入ると、自律的学校経営に必要と

される教育力や学校運営能力の向上により焦点

を当てた政策や支援が行われるようになった

（同上）。2001 年には「1989 年教育法」が改正

され、教育省による法的介入がシステム化され

た。しかしながら、ニュージーランドの法的介

入はイギリスやアメリカのような管理的、制裁

的な色彩は薄く（Nusche, 2012）、危機的状況が

軽度の学校に対しては、基本的に学校の主体性

と自己改善力の育成を重視した助言や研修等の

支援が行われる。それでも状況の改善が見られ

ない場合のみ、BOT の解散等も含めた教育省
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の介入度が段階的に引き上げられていく。なお、

学校介入には第 1 段階の情報提供から第 6 段階

の法定監督者の指名まで 6 段階ある（78 条）。

2004 年に始まった「School Support Services」 
（～ 2009 年）では、教育省と契約を結んだ 6 大

学が支援プログラムの提供を行った。この学校

支援策では、各大学が独自に開発した支援プロ

グラムを学校が自由に取捨選択して活用する方

式がとられた。具体的な内容は、「①自己評価

力を高めるための研修プログラムの提供（研修

機能）、②個々の学校経営の状況に応じたコン

サルテーション（コンサルテーション機能）、

③危機的状況にある学校に対する教育省による

法的介入（学校介入）」（福本， 2017， p.374）の

3 段階であった。このプログラムにおける焦点

や優先順位は、政府の政策や学校を取り巻く新

たな課題に応じて毎年改定された（Sankar, 
2010）。
このように、2000 年代に入って教育省は学

校に対する支援プログラムの充実を図った。ま

た、先に述べた 2003 年の「学校計画の立案と

報告に関する枠組み」 （Planning & Reporting 
framework：PRF）の導入により、教育省は各

学校の生徒の学習到達度や学校の課題をより詳

しく把握できるようになった。さらに、各学校

に担当アドバイザーを 1 名割り当てて、学校の

年次目標や長期目標を校長と話し合う機会を設

けるなど、学校との関係性も以前より強まった

（Wylie, 2012）。しかし、学校と BOT のニーズ

をより的確に把握し、その充足を図るためには、

契約方式で学校支援を提供している諸団体から

教育省がより組織的に情報を集約する必要性が

指摘された（Office of the Auditor-General, 2008）。
2010 年度以降は、それまでの学校のニーズに

対応した学校支援から政府主導型の学校支援へ

の転換が徐々に図られた。例えば、2010 年度に

導入された「Professional Learning & Development 
（PLD）、以下 PLD」では、従来のように支援機

関が独自に開発した多様な支援プログラムの中

から各学校が自校の状況に適合したものを選択

するという形式ではなく、教育省が決定した優

先事項に合わせて支援機関が支援プログラムを

開発し、学校に提供する構造に転換された。個

別学校を対象とした長期的なコンサルテーショ

ンの予算規模は縮小される流れとなった（福本， 
2017）。この政府主導型への政策転換の背景に

は生徒間・学校間・民族間の学習達成度の格差

の問題がある。これらの課題に対応して、PLD
では校長や教員の専門性の向上に重点投資を行

うことで学校全体の教育力を高め、国の中核目

標である「生徒の学習達成度の向上」を図るこ

とが目指されている。また、2011 年には、生

徒の学習活動を支援し、生徒の学習達成度を向

上させるために、「生徒の学習達成度向上支援

プログラム」（Student Achievement Function，以

下 SAF）が導入された。この新システムでは、

教育省地方事務所の専門スタッフが ERO の第

三者評価結果や全国テストの結果等のデータを

参考にして要支援校を選定し、26 週を 1 支援

サイクルとして支援を行う。短期間で支援を完

結することにより、より多くの学校に支援を提

供する狙いがある。つまり SAF では、学校の

主体的選択に基づく支援機能の提供ではなく、

教育省の主導で危機的状況にある学校を選定し

て支援が行われる（同上）。

さらに、2014 年に「教育的成功のための投

資（Investing in Educational Success：以下 IES）」
政策の一環として導入されたのが学校間連携政

策（Communities of Learning：以下 COL）である。

COL の目的は、各学校の人的・物的な教育資

源を共有することで、COL に参加している複

数の学校（教育省は 8 ～ 12 校を推奨）が連携、

協力しながら教育力を高め、生徒の学習達成度

の向上を図ることである（高橋， 2019b）。2020
年 7 月時点で全国に 221 の COL が設置されて

おり、1,857 校が参加している。COL には COL
理事会（stewardship group）を代表する統括校

長（lead principal）に加えて、学校間教員（across 
schools teacher）と学校内教員（within school 
teacher）が置かれる。学校間教員は、COL 内
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のどの学校にも勤務が可能で、優れた取組を

COL 内に広げる役割を持つ。学校内教員は学

校間教員との連絡・調整を行うことで勤務校と

COL 内の他校との連携をファシリテートする。

教育省地方事務所の担当アドバイザーが助言を

行うなどの支援も提供されている。民間の支援

機関との契約を結んで支援を受けることも可能

である。

このように、1990 年代以降の同国の学校支

援システムに係る政策展開からは、学校の自律

性を尊重しながらも、そこから生じる様々な課

題に対処するために、評価と支援のネットワー

クの充実が図られてきた様相が看取される。し

かしながら、同国の自律的学校経営システムに

おいては、学校単位の活動に重点が置かれてき

たため、COL で実践されたような学校間の連

携や協働を含む取組は限定的であった（同上）。

また、同国における学校支援は、多様な支援機

関が契約方式で学校に対して個別に支援を提供

する方式が中心であったため、それぞれの学校

支援から得られる経験や知見、課題が国や地域

全体、学校間、教育行政と学校の間で共有され

にくいという課題が指摘されてきた。また、支

援の提供が時限的で、その目的や内容も限定的、

個別的であることから、学校の教育的課題に対

する全体的な支援の提供や、支援の一貫性、継

続性の確保にも課題がみられた。さらに、支援

を受けることを学校運営の失敗（Failure）とみ

なされることを恐れて支援を求めることを躊躇

する傾向もあり、本当に支援が必要な学校に適

切な支援が提供されない可能性も指摘されてき

た（Wylie, 2012）。後述するように、同国の教

育をめぐる状況には今なお様々な課題が残され

ており、自律的学校経営のあり方を改めて根本

的に見直す教育改革の動きが近年、顕在化する

こととなった。

3.3．近年の教育改革の動向

2017 年の労働党への政権交代を端緒に、新政

権はこれまでのニュージーランドの BOT を核と

した学校ガバナンス体制を見直すため、2018 年

4 月に「明日の学校検討専門委員会（Tomorrow’s 
Schools Review Independent Taskforce）」を立ち

上げた。同委員会の目的は、ニュージーランド

の公教育制度が公平性と卓越性を高め、すべて

の生徒の学習達成度の向上を保障できているか

否か、すなわち、学校の管理や運営、行政制度

がすべての生徒の要求を満たすために適切に機

能しているかという問題についての見直しを行

うことであった。同委員会は、生徒や保護者、

BOT 委員、校長、教職員、サポートスタッフ、

教育の専門家、教育機関等の関係者と 200 回以

上の会議を国中で実施し、2274 人にオンライ

ン調査を実施し、94 の公式な意見文書を受け

取った。ソーシャルメディアにも 319 件の記事

が掲載された。全ての政党の教育担当広報官と

の面会も実施した。それらの結果を受け、同委

員会は、2018 年 11 月に初期報告書として「学

校教育の未来（Our Schooling Futures: Stronger 
Together）」を教育大臣に提出した（Tomorrow’s 
Schools Independent Taskforce, 2018）。同報告書

は同年 12 月 7 日に国民の意見を聴取するため

に公表された。同報告書は、ニュージーランド

の多くの学校はいくつかの成果指標において効

果をあげているものの、最も支援が必要な生徒

にとって制度が有効に機能しておらず、公平性

が達成されていない状況があると指摘した。ま

た、現行の自律的学校経営制度が、生徒の学習

達成度を向上させ公平性を改善するという初期

の目的を果たせていないこと、高学力の生徒と

低学力の生徒の学習達成度の格差が広がってい

ること、先住民族マオリや太平洋島嶼系民族、

特別な支援が必要な生徒にとって制度が有効に

機能していない状況があると指摘した。その上

で、学校間の有害な競争や、すべての生徒のた

めの教育、学習、福祉を BOT と校長が推進す

ることを阻害している諸要因を取り除くことを

目的として、抜本的な改革案を教育省に提言し

た。主な提言は以下の通りである。

①教育省の地方事務所を廃止し、全国約 20
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か所に「教育ハブ（Education Hubs）以下、教

育ハブ」を新設する。BOT が有する法的権限

の大部分を教育ハブに移譲する。各教育ハブは

地域の約 125 校ずつを管轄、観察し、地域のす

べての学校の教育に対する説明責任（アカウン

タビリティ）を負う。

② ERO と 「NZ 資格審査機関 （NZQA）」 を廃

止し、新たに「教育評価局 Education Evaluation 
Office （EEO）、以下 EEO」という名称の独立機

関を創設する。EEO は学校に対する直接の評

価を行わない。代わりに教育制度の成果を議会

に報告し、教育省と教育ハブの評価を行う。ま

た、NZQA が行ってきた質の保証に関するすべ

ての機能を担う。

この提言は、ニュージーランドの自律的学校

経営に伴う課題として従来から指摘されてきた

学校と教育省及び学校間の連携の脆弱性、地域

における教育行政の支援機能や権限、リーダー

シップの不足、教育省のアカウンタビリティの

明確化の必要性、BOT の負担軽減等の問題

（Wylie, 2012）に対処することを目的とするも

のであり、同国の学校ガバナンス構造のあり方

を改めて問う動きであった。

明日の学校検討専門委員会のリーダーを務め

たハク（Haque, B）は、教育ハブは学校を管理

する新たな階層構造ではなく、学校や保護者に

対する支援機関であり、学校が教育により集中

できる環境の整備に寄与すると指摘した。この

報告書の公表以降、同委員会は、ステークホル

ダーと 100 回以上の公開会議を行い、報告書に

対する 5000 以上の意見を受け取った。同委員

会は 2019 年 7 月に教育大臣に最終報告書

（Tomorrow’s Schools Independent Taskforce, 2019）
を提出した。

政府は、同委員会の報告書と提言をめぐる

様々な議論を精査し、同年 11 月に「すべての

学校の成功を支援する：明日の学校制度改革

（Supporting all schools to succeed: Reform of the 
Tomorrow’s Schools system）」を公表した（New 
Zealand Ministry of Education, 2019）。結果的に

は、同委員会が提言した ERO と NZQA の廃止

や教育ハブの設置、BOT の権限の大幅な縮小

等の抜本的な制度改革は見送られることとなっ

た。

政府が発表した今回の改革に伴う主な制度変

更は以下の通りである（Ministry of Education, 
2019）。
① 教育省の中に新たに「教育事業局 Education 

Service Agency （ESA）、以下 ESA」を設置。

学校に対するより迅速で、利用しやすく、総

合的な地域に根差した支援の提供。

② 新たに設置されるリーダーシップセンターや

地域のリーダーシップアドバイザーによる校

長や BOT に対するより現場に近い（frontline）
支援の提供。

③ 生徒や保護者のための「紛争処理委員会

（disputes panels）」を新設。

④ 学校財産の管理を簡略化したり教育省に移管

したりすることで BOT の業務負担を軽減。

⑤ 入学計画（enrolment scheme）の策定や変更、

協議を BOT から ESA に移譲。

この他にもいくつかの改革策が盛り込まれ

た。今回の政府の決定について、教育大臣のヒ

プキンス（Hipkins, C.）は、「1989 年教育法に

もとづいた明日への学校改革は、学校が自律的

に管理・運営を行う世界でも最も進んだ学校制

度を生み出すとともに、地域の共同体を強化し、

過度に官僚的だった制度を近代化した。学校の

管理・運営や支援策の多くは機能している」と

明日への学校改革のこれまでの成果を評価しな

がら、「一方で、徐々に学校間格差が生じるよ

うになった。その結果、一部の生徒に対する支

援が不十分になった。特に先住民族マオリや太

平洋島嶼系民族、特別な支援や追加的な学びの

必要性がある生徒などにとって厳しい状況に

なっている。このことは 2018 年のユニセフの

報告書でニュージーランドが教育全般の公平性

において先進国 38 カ国中 33 位になったことに

象徴される」と制度の課題を指摘した。その上

で、「政府が示したこれらの改革は、学校制度
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を中央集権化したり、すでに高い成果を上げて

いる学校を窒息させたりすることを企図するも

のではなく、幅広い賛同が期待できる現実的で

実用的な改善策となっており、95 億ドルの年

間教育予算の使途に影響を与えるものである。

その目的は、より的を絞った早期の支援とリー

ダーに対するより強力な支援を提供し、学校間

の協働、学校と教育省の関係の見直しを行うこ

とで、すべての学校をより良い場所とすること

である」5）と説明した。すなわち、「学習者中心

の教育（Learners at the center of education）」「バ

リアフリーな教育機会（Barrier-free access）」「質

の高い教授活動とリーダーシップ（Quality 
teaching and leadership）」「学びと仕事の未来

（Future of learning and work）」「世界水準のイン

クルーシブな公教育 （World class inclusive public 
education）」という 5 つの教育目標を具現化し、

生徒や地域のコミュニティーとの強固な結びつ

きを保障するために、①中央（政府・教育省）

が提供する必要があるもの、②各学校の裁量や

権限として残すことが適当なもの、③提供され

るべきより良い支援、の 3 点の適切な調整を図

ることが目指されたのである。

このように、今回の改革では、1989 年教育

法にもとづいて約 30 年にわたって展開されて

きた自律的学校経営制度と学校改善支援システ

ムの大枠は維持されることとなった。その上で、

地域の教育委員会がないニュージーランドの自

律的学校経営制度に内在する課題として指摘さ

れてきた学校の BOT 委員、校長、教員に対す

るより地域的、個別的で現場に近い支援の提供

と負担軽減の必要性、学校間及び学校と教育省

の連携による教育力の向上、学校の孤立化の防

止、学校間・生徒間・民族間格差の解消等の課

題（Nusche, 2012）への対処を目指す方向性が

示された。

4．まとめ（考察）

最後に本稿のまとめとして、ニュージーラン

ドの自律的学校経営を支える評価と支援のネッ

トワークづくりに関する今日までの軌跡から、

同国における自律的学校経営を支える第三者評

価と学校支援に係る課題として以下の 2 点を指

摘したい。

1 点目は、第三者評価と学校改善支援におけ

る学校の自律性と政府の主導性のバランスであ

る。全国的な第三者評価制度を導入している他

国と同様、ニュージーランドにおいても、学校

の自律的な改善とアカウンタビリティの両立は

大きな政策課題とされている。Nusche（2012）
も指摘しているように、学校評価の機能である

「改善」と「アカウンタビリティ」は常に緊張

関係にある。

ニュージーランドの自律的学校経営システム

は、学校や教師の専門職性に対する強い信頼に

もとづいている。ERO による第三者評価も、

イギリスの教育水準局（Ofsted）が行っている

ような懲罰を含む厳しい監査的な評価ではな

く、”We came as visitors”という言葉に象徴さ

れるように、よき支援者として学校の自己改善

力を育成する役割が期待されている（同上）。

ERO の第三者評価では、前回の評価を受けて

どのような改善がなされたかが重視されてお

り、全国テストやその結果をリーグテーブルの

ような形で学校間比較に用いることはない。こ

のように、ニュージーランドでは学校の主体性

や教師の専門職性が重視されてきた。

しかしながら、2010 年度頃から自律的学校

経営に対する疑問が投げかけられるようになり

（Wylie, 2012）、教育政策における政府の主導性

が徐々に強まっている。2010 年以降の学校に

対する支援が「学校ニーズ対応型」から「政府

主導型」の PLD へ転換したこと、2010 年の初

等教育へのナショナル・スタンダードの導入に

より児童のナショナル・スタンダードの達成度

の確認と保護者への報告が学校に義務づけられ

たことや、ナショナル・スタンダードに照らし

た児童の学習達成度を 4 段階で評価することが

学校に求められたことなど 6）、アカウンタビリ

ティの要素をより重視する側面がみられる
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（Wylie, 2012）こともこの流れに沿う動きであっ

たといえる。

これらの動向の背景には BOT の学校経営能

力の格差、生徒間・民族間・学校間の学習達成

度の格差の広がりなどが指摘されており

（Nusche, 2012）、2018 年以降の教育制度の見直

しの議論においても、中央が提供する必要があ

るもの、各学校の裁量として残すべきもの、提

供されるべき支援をいかに調和させていくかが

焦点となった。

ニュージーランドにおける一連の教育政策か

らは、自律的学校経営を支え、学校の自己改善

能力を育成するために評価と支援のネットワー

クづくりを推進するという全体的な方向性は維

持されているものの、近年は、「生徒の学習達

成度」を向上させ、各種の格差を解消するため

に、学校の自律性の尊重と政府の主導性のバラ

ンスの見直しが進行していることがわかる。全

体的な方向性としては、学校の自律性を尊重し

ながらも、中央の主導性とアカウンタビリティ

確保の要素が漸増していく流れが看取できる。

しかしながら、このような評価と支援における

政府の主導性の高まりには批判の声もある（福

本， 2017）。学校の自律性と政府の主導性には

適切なバランスが求められる。

2 点目は、教育の公平性と学校支援の地域性

の課題である。ニュージーランドでは、1989
年の教育委員会制度の廃止以来、BOT を核に

した分権的学校制度が維持されてきたため、地

方自治体は教育行政の権限を有しておらず、支

援機能もない。教育省の地方事務所も明確な行

政権限を有していない。ニュージーランドの自

律的学校経営システムにおいては、各学校が自

律的に教育活動や学校運営を行うため、学校同

士の繋がりが希薄で学校の孤立化が生じやす

い。地域全体の教育課題に対応する基盤も脆弱

である。その結果、各学校の教育力に大きな格

差が生じやすいという欠点があり、教育の公平

性の確保が大きな課題とされてきた（Nusche, 
2012）。また、多民族国家である同国では、民

族間の学習達成度の格差を解消し、教育の公平

性を高めることが極めて大きな教育課題となっ

ている（ERO, 2016b）。生徒間・地域間格差の

解消や BOT 委員の人材確保、資質向上も必要

である。先に述べた COL や、学校のリーダー

等が ERO の第三者評価に参加して相互評価（ピ

ア・レビュー） を行う取組 （Leadership Partners）
等は、この問題に対処しようとする方向性の一

端を示している。「明日の学校検討専門委員会」

による地域の教育ハブの創設提言とそれに続く

一連の政策議論も、これらの課題を強く意識し

たものである。結果的に教育ハブ構想は実現し

なかったが、2019 年度に発表された新制度に

おいて、リーダーシップセンターが新たに設置

され、リーダーシップアドバイザーが BOT や

校長等に対してより現場に近い支援を提供する

制度が整った（Ministry of Education, 2019）。こ

れら一連の制度改革は、より地域に根差した学

校改善支援と教育の公平性を推進しようとする

動きといえる。しかしながら、これらの改革は

まだ緒に就いたばかりであり、学習達成度にお

ける生徒間・学校間・民族間格差や BOT の学

校経営能力の格差解消、教育の公平性の実現、

学校間及び学校と教育省の連携の推進、支援の

一貫性と継続性の確保等の課題にどの程度有効

に機能するかについては今後の詳しい検証が必

要である。

本稿でこれまで概観した 1980 年代後半以降

のニュージーランドの取組からは、学校の自己

改善力を育成する評価と支援の推進に向けて

は、自己評価を基軸にしながら学校の自己改善

力育成を重視した第三者評価を行うことで、学

校評価全体の充実を図ることが肝要であること

がわかる。また、評価結果から明らかになった

学校の課題を支援機関による支援に効果的に結

び付ける評価と支援のネットワークづくりも不

可欠である。さらに、第三者評価と学校改善支

援の充実に向けた組織づくり、評価者・支援者

の専門性の向上に資する研修の実施、評価と支

援に関する効果的なプログラムやツールの研究
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開発、支援機関に対する財政的支援も重要な課

題である。教育委員会の組織体制の見直しや人

材育成も必要である。しかし、指導主事だけが

支援機能を担うことには限界があるため（木岡， 
2005）、大学や民間等の学校支援機関の組織化

も検討の余地があるだろう。加えて、学校の自

律性と行政の主導性の適切なバランスを図るこ

と、学校間連携やピア・レビュー等の取組の推

進、教育の公平性の確保、地域の課題に対応し

た評価と支援も重要な論点といえる。

本稿は、1980 年代後半以降のニュージーラ

ンドにおける自律的学校経営を支える評価と支

援のネットワークづくりの変遷を概観した。同

国における 1980 年代後半以降の学校の自己改

善力育成に向けた 30 年にわたる取組の歴史は、

今後の日本における第三者評価を含む学校評価

と学校に対する支援機能の充実を図る上での組

織や機能、プロトコルに係る理論構築や政策議

論に多くの示唆を与えるものである。

しかしながら、本稿は、1980 年代後半以降

のニュージーランドの自律的学校経営下での学

校の自己改善力の育成を重視した評価と支援の

ネットワークづくりの組織や取組、政策推移に

係る概要紹介と萌芽的考察の段階に留まってお

り、ERO の第三者評価や学校支援機関の支援

についての個別具体的な事例研究や量的調査、

その影響についての詳しい分析は今後の課題で

ある。引き続き、同国における評価と支援の実

態についてのより精緻な調査と分析を行ってい

きたい。
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